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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年８月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 不明（平成２７年６月１７日 ０３時ごろ～１８時５２分ごろの間） 

発生場所 

 

不明（島根県大田市五十猛
い そ た け

漁港北西方沖～島根県浜田市浜田港北方沖

約２６海里（Ｍ）の間） 

事故の概要  漁船千鳥
ち ど り

丸は、漁場に向かったのち、無人で漂流しているところを

発見され、船長が行方不明となった。 

事故調査の経過  平成２７年６月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が行方不明のた

め、行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 千鳥丸、３.０トン 

 ＳＮ３－１６９５７（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.７０ｍ（Lr）×２.６３ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、９５.６２kＷ、昭和６３年９月３日 

 第２７２－１８６９９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年８月２５日 

  免許証交付日 平成２３年１１月２日 

         （平成２９年２月１７日まで有効） 

 死傷者等 行方不明 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：海流 東流約１ノット、水温 約２１℃ 

事故の経過 

  

 本船は、船長が１人で乗り組み、めばるの一本釣り漁のため、平成

２７年６月１７日０３時ごろ浜田港北北西方沖約２３Ｍの根
ね

滝
だき

グリ付

近の漁場（以下「本件漁場」という。）へ向けて五十猛漁港を出港し

た。 

 船長の家族は、本船がふだん１５時～１６時ごろまでに帰港してい

たが、その時刻を過ぎても戻らず、船長の携帯電話に掛けてみたとこ

ろ、応答がなかったので、本船が所属する漁業協同組合（以下「本件

組合」という。）の担当者（以下「組合担当者」という。）に知らせ
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た。 

 組合担当者は、無線で本船を呼び出したが応答がなかったので、１

６時４０分ごろ及び５０分ごろに本件漁場で操業中の本件組合に所属

する漁船に本船の所在の確認を依頼したのち、１６時５５分ごろ海上

保安庁に本船と連絡が取れない旨を通報し、捜索を要請した。 

 本船は、１８時５２分ごろ、浜田港北方沖約２６Ｍで、機関のクラ

ッチが中立で、無人の状態で漂流しているところを組合担当者が捜索

を依頼した僚船の船長によって発見され、２１時５５分ごろ、同船の

乗組員に操船されて五十猛漁港に帰港した。 

船長は、海上保安庁のヘリコプタ及び巡視船並びに本件組合に所属

する漁船によって捜索が行われたが、発見されず、行方不明となっ

た。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、本事故当日０２時４０分ごろ自宅を出るとき、家族に声を

掛けなかったが、ふだんと変わった様子はなかった。 

 船長は、ふだん、０３時～０５時ごろに単独で出港し、１４時～１

５時ごろに帰港していた。 

本船は、発見されたとき、釣りざおを船外に出していたが、漁獲物

はなかった。 

 船長が、本事故当時、救命胴衣を着用していたかどうかについては

情報が得られなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 船長は、行方不明となった。  

 本船は、０３時ごろ五十猛漁港を出港し、１８時５２分ごろ浜田港

北方沖約２６Ｍにおいて無人で発見されたことから、この間におい

て、船長が落水したものと考えられる。 

船長は、本船が機関のクラッチが中立で、釣りざおを船外に出した

状態で発見されたことから、一本釣り漁の操業中に落水したものと考

えられるが、落水に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が操業中、船長が落水したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  本事故後、本件組合は、次の改善措置を採った。 

 ・救命胴衣着用の徹底を促した。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 
 

 

 

 


